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県指定特別保護地区内について、鳥獣の保護のため必要があると認められるときは 
 
１ 法第２９条第７項で明記している行為の実施方法について指示することができる。 
 
２ 法第２９条第７項又は第１０項の規定に違反している者に対して、その行為の中止、原状回復若しくはこれに代わる必要な措置を 
執ることを命じることができる 
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区分 
① 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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